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学校再開にあたっての基本指針（お知らせ） 

 政府の新型コロナウィルス感染症対策専門家会議（以下，「専門家会議」という。）

によれば，同感染症は，半年，１年を超えて対応を続けなければならないものと見解が

示され，⾧期化が予想されます。このような状況下において，今後新学期を迎えるにあ

たり，子供たちの学校生活を守るために，当分の間，必要とされる対応を以下のとおり

とします。 

 令和２年度，８１９名の全校児童と５９名の全教職員で学校生活を送るにあたって，

小野小学校の「新型コロナウィルス感染症」への対策として，以下のような基本指針を

作成しましたので，お知らせします。 

基本方針 

基本指針 

１ 入学式について  

 ・５月７日（木）に入学式を午前，午後の２回に分けて実施します。会場は本校体育館

で，１年生４学級１２９名を２学級ずつに分け，式典の内容を精選して実施します。

２年生～６年生は，臨時休業とします。 

※式典後の集合写真は，児童のみで撮影します。 

   ※保護者の皆様は一家庭２人まで参加可能です。参加する皆様はマスクを着用し， 

体育館入り口に設置している消毒液で手指の消毒をお願いします。 

２ 始業式について 

・三密（密集・密接・密閉）を避けるために一斉の始業式は行いません。４月２１日(火)

の登校日に放送によって１学期の開始を知らせます。（校長が放送によって児童に話

すことをもって始業式の代わりとします。） 

３ 授業開始について 

 ・三密（密集・密接・密閉）を避けるために，８１９名の児童を地区ごとに２つのグル

ープに分け，午前と午後の時間差で登校するようにします。【別紙１】 

※詳細は４月２１日（火）の登校日に配付したプリントで御確認願います。 

 ・地区ごとの授業は５月８日（金）～５月１５日（金）までの６日間を予定しています。   

この期間は３時間授業で，給食はありません。（給食の開始は５月１８日（月）の予 

・学校再開にあたっては、児童の安全・安心を最優先にします。 

・授業は、前学年での「未履修部分」も含め、児童の負担過多にならないように配慮し 

進めていきます。 



定です） 

※午前授業で下校する児童は，各家庭で昼食を取ります。授業後に児童館を利用する 

児童の皆さんは，お弁当を学校で食べた後に，職員の指示で，児童館に移動します。 

また，午後に登校する児童はお昼を食べてから登校します。（児童館の協力が得られ  

るときは，午前中児童館を利用する児童は，お弁当を児童館で食べた後に学校に登校 

します） 

４ 職員や児童の感染予防について 

 ・職員は毎朝検温し，結果について教頭に報告します。検温の結果３７．５度以上体温 

がある場合や体調に不安があるときは，自宅待機とします。 

 ・児童の皆さんも，朝に必ず検温し風邪症状の確認をお願いします。結果を配付済みの 

「健康観察カード」で担任の先生に報告します。 

    ※検温を忘れると，学校で検温をすることになります。人数が多い場合，授業の実施 

に支障をきたす場合もあります。必ず御家庭で検温し，報告していただくように 

御協力願います。 

 ・もしお子様に発熱，咳，喉の痛み等の風邪の症状が見られる場合は，御自宅で休養し 

ていただくことになります。風邪の症状が見られる場合は，まずは学校に御連絡・相 

談ください。なお風邪の症状により登校しなかった場合でも，学校を「欠席」したと    

いう扱いにはなりません。 

※発熱等の風邪症状がある場合，登校せず，自宅等で静養します。また，以下の症状 

がある場合は，宮城県・仙台市コールセンター（022-211-3883）に連絡し， その指 

示に従って医療機関を受診します。  

●風邪症状や 37.5°C 以上の発熱が４日以上続く場合  

●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

の症状がある場合は，宮城県・仙台市コールセンター（022-211-3883）に連絡し， そ 

の指示に従って医療機関を受診してください。また，学校にも御連絡ください。 

 ・登下校時も含めて，学校では必ずマスクを着用します。また，教室に入るときは手洗 

いを励行します。 

※子どもたちの生活では，近距離での会話や発声等が必要となることも考えられ 

るため，飛沫を飛ばさないよう，咳エチケットの要領でマスクの装着を心掛ける   

ことをお願いします。 

※休み時間に手洗い場に多くの人が密集しないように，手洗い場の利用にあたって 

は教員から児童に指示を出します。 

５ 授業中の教室環境や学習形態について 

 ・各学級で，一人一人の席の間隔をできるだけ大きくとれるような座席配置にします。 

 ・手の届く距離に多くの人が密集しないよう， 参加者の制限，一定の距離を空ける，

時短・精選などに努めます。 



・教室では，換気がよいように２方向に窓を開けて生活します。また，出入口のドアは 

いつも開けておきます。 

 ・この期間，ペアで話し合ったり，グループで話し合ったりするなど，飛沫の飛ぶ可能 

性のある学習形態での授業は行いません。また，音楽では，歌唱指導は行いません。 

 

６ その他 

 以上の感染症対策での授業開始にあたって，不安な点があれば，どんな小さ

なことでも構いませんので，下記担当まで御連絡願います。 

 

参考 『新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の 

再開等に関するＱ＆Ａの送付について（４月６日時点）』文部科学省 
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